
2016年 最新！制度改正対策セミナー
in 松本・長野

前 登 録 制事 参 加 無 料＆

労働安全衛生法の一部を改正する法律に伴い、２０１５年１２月より、５０人以上の事業場に対して、
年１回以上のストレスチェックが義務化されました。今までは、マイナンバー対策に追われてストレ
スチェックに対して準備ができていない企業様に対して、まずは、【いつまでに・何を・どこまで行
えばよいのか】といった視点に立って、【法的留意点を踏まえた実務対応策】にポイントをしぼって、
60分の中で、わかりやすく解説いたします。

講師：CSアカウンティング株式会社
社会保険労務士 古田 敏明氏

ストレスチェック義務化スタート！
企業は何を準備するべきか？

2015年12月16日に与党税制改正大綱が発表されました。法人税の実効税率は28年度29.97％、29年
度29.74％と引き続き引下げが行われます。所得税は2016年夏の参院選をにらんで減税メニューが多
くなっております。最大の関心時は消費税10％増税時に導入される軽減税率ではないでしょうか。
対象品目が食品全般に拡大され、財源も1兆円規模となりました。
請求書への記載方法はどうなるのか。消費税を中心に税制改正のポイントをわかりやすく解説してい
きます。

講師：アクタス税理士法人代表社員 税理士 加藤 幸人 氏
株式式会社オービックビジネスコンサルタント

「平成28年度税制改正のポイント」
～どうなる消費税の軽減税率～
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はじめてのストレスチェック制度導入。未経験の業務をどのように実現したらいいか不安を抱え
ていませんか？企業に必要な制度対応が全て揃った「OBCストレスチェックサービス」なら、実
施準備から運用までの一連の業務を短期間で行えます。本セミナーでは、ストレスチェックの５
つの実施手順に沿って、ストレスチェック専用ガイドとITサービスをベースにした実務と、専門
家と連携した問題への対処方法について、実際に体験いただきます。

講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント

実務に沿ったOBCのストレスチェックサービス
実務体験セミナー
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http://www.obc.co.jp/kaisei-nagano/

2017年４月の消費増税時に導入される軽減税率、いよいよ本格的にスタートするストレスチェック義務化。
今年は、「制度改正の対応」に注目が集まっております。そこで、本日は、この制度改正によって発生する
業務をテーマに弊社奉行シリーズで解決できる手法をご紹介させていただきます。
是非「制度改正セミナー」にお越しください。

【同時開催】今あるデータで業績管理を実現！
～奉行標準機能を利用した「業績管理シート」作成方法～

基調講演

基調講演



〒163-6032 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー32F

<ＴＥＬ>03-3342-1870 <ＦＡＸ>03-3342-1874

ご紹介代理店

お問合せ先：

■個人情報の取り扱いについて■
当フェアは㈱オービックビジネスコンサルタントと共催企業により運営されております。ご入力いただく個人情報は、弊社とお客様が指定した当フェアを運営する共催
企業でそれぞれ管理されます。弊社および共催企業はこの申込書に記入いただいたお客様の個人情報を、以下の目的でのみ利用いたします。
１．当フェアに関するお客様へのご連絡 ２．個人情報を特定できない形式での統計資料としての利用
弊社の個人情報保護に対する取り組みは弊社ホームページ個人情報保護方針をご覧ください。共催企業に関しましては各共催企業へお問合せください。

※ 当フェアは事前予約制です。 展示会のみもしくはご希望のセミナー欄にチェック をつけて下さい。
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ご住所 〒

TEL FAX

ご芳名 Eメール（必須）

所属部署 役職

ご芳名 Eメール（必須）

所属部署 役職

時間 OBC会計フォーラム2013 in 東京 参加
希望 時間 奉行シリーズで実現する人事労務のススメ

東京支店

日程 申込 時間 定員 タイトル

松本会場

２月17日
（水）

□ 10:30～11:30 80名 ストレスチェック義務化スタート！
企業は何を準備するべきか？

□ 13:00～14:15 80名 実務に沿ったOBCのストレスチェックサービス
実務体験セミナー

□ 14:40～16:40 80名 「平成28年度税制改正のポイント」
～どうなる消費税の軽減税率～

長野会場

2月18日
（木）

□ 10:30～11:30 80名 ストレスチェック義務化スタート！
企業は何を準備するべきか？

□ 13:00～14:15 80名 実務に沿ったOBCのストレスチェックサービス
実務体験セミナー

□ 14:40～16:40 80名 「平成28年度税制改正のポイント」
～どうなる消費税の軽減税率～

http://www.obc.co.jp/kaisei-ibaraki/
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